
福岡視覚特別支援学校 中学部服装規程 

 

※ 夏服期間は６月～９月、冬服期間を１０月～５月とする。 

(移行期間:５～６月中、９～１０月中) 

 

※ 障がいの状態によって服装については、必要に応じ、個別に相談を行う。 

 

頭髪 
○中学生らしい頭髪とする。 

冬服 

○学校指定の紺色のブレザー・スラックス・スカート 

白の長袖ポロシャツの着用を原則とする。 

夏服 
○白の半袖ポロシャツと学校指定のスラックス・スカートの着用を原則とする。 

防寒着 

○登校時のコート・手袋・マフラーの着用は可能。    

 

上靴 ○白のスクールシューズを着用することを原則とする。 

下靴 
○運動靴を原則とする。 

かばん 

○特にかばんの指定はなしとする。 

しかし、安全面を考慮して肩掛けや背負い等の 

使用を推奨する。 


